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ＪＵ埼玉オートオークション運営細則  

第一章 総則 

 

（目的） 

       当オークション規約は、ＪＵ埼玉オートオークションにおいて出品会員、落札会員、事務局全て

の立場からオークションを通じた中古車取引が円満に、且つ公平公正に進められることを目的

として定めるものです。 

 

（主催者） 

       ＪＵ埼玉オートオークション株式会社 

       当社が主催するオークション会場を埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田中谷５３５に置く。 

 

（取引方法） 

  オークションにおける全ての取引は、ポスコンピューターシステムで処理され、参加者はこのシ

ステムによる結果の全てに従い、当社規約（オークションマニュアル）・規定、運営細則、料金

規定、コーナー出品基準、指示事項を遵守しなければならない。 

 

（秘密保持） 

会員は、オークション関連及びオークションに付随して知り得た技術上、営業上の情報及び特

定の個人のプライバシーに属する情報、一般顧客含む第三者に対して正当な理由なく開示ま

たは漏らしてはならない。 

 

 

（免責及び開催の変更等） 

参加会場は、下記事項に該当する場合、オークション開催日を変更するか、又は、中止することがで

きる。尚、下記各事項によって被った損害に対して参加会場は、その免責を免れるものとする。 

① ハードウエア・ソフトウエアの故障等による事故の場合。 

 

② 通信回線の不良・ノイズ等に通信データが変化、又は、消滅した場合。 

 

③ 天災・火災・停電、その他不可抗力により通常の機能サービスが提供できない場合。 

 

④ その他、不可抗力により通常の機能及びサービスが提供できない場合。 

 

（車両の保管義務） 

    出品車両及び落札車両を当社が保管中に自然災害によって損害を被った場合、当社は損害賠償

の責任を負わない。 

 

（オークション登録データに関する権利） 

① 出品車両情報、その他ＪＵ埼玉が提供する写真・動画・音声・データ等は、会員から提供され 

       たものであっても、その知的所有権、使用権等一切の権利はオークション会場にある。 
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② 会員がオークション会場・敷地内での写真・動画・音声等の無断撮影や録音は禁止する。 

 

③ 会員がオークション会場に許可を得ることなく、ＪＵ埼玉が提供する情報や無断撮影した写真・

動画・音声・データ等を複写・加工・流出しＳＮＳに投稿することを禁止する。 

 

（紛争の仲裁） 

    クレーム裁定基準による処理について、出品店と落札店との間で調整がつかない場合には、

出品店、及び、落札店は当社の仲裁に対しその仲裁判断に服することを約するものとする。 

 

（合意管轄) 

会員と当社間において、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合には、さいたま地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄とすることに合意する。 

 

（規約等の改定告知・承認） 

1. オークションマニュアルの諸規定、規約、運営細則等の改定告知に関しては、当社の場内に

掲示すると共に、当社のホームページに掲載し開示を行うものとする。 

 

2. 会員は、上記場内掲示、及び、当社のホームページに開示した掲載内容を常時確認しなけ

ればならない。 

 

3. 会員は、改定後の最初のオークションをもって第 1項の規定の改定を承認したものとする。 

 

（改正・施行） 

改定 

この細則（付属の別表を含む）の改定は、当社の規約検討委員会の答申に基づき、当社の

取締役会が行います。 
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第二章 会員登録 

 

（申込資格） 

当社が開催するオークションの申込資格は次の各号の要件を満たした者。 

① 中古自動車取扱古物商許可証を取得し、現にこれを所有している。 

 

② 常設の営業拠点を有し、同施設において現に営業している。 

 

③ 事業開始から 1年以上経過（会社設立 1年以上経過）、古物商取得から 1年以上経過、独   

立営業経験 1年以上経過のいずれかを満たしている。 

 

（入会審査） 

① 所定の参加申込書及び必要書類を提出する。 

 

② 当社指定日により代表者との面談を実施する。 

 

③ 当社の審査基準により入会を承認する。 

 

④ 当社入会審査の決定可否については、異議申し立てすることはできない。 

 

（参加資格） 

① 当社と会員契約を締結した業者である。 

 

② 入会審査承認後、入会費用全ての支払いが完了し、当社が参加を認めた業者である。 

 

③ その他、参加資格が認められると当社が承認した業者である。 

 

（会員の種類） 

① 中販連傘下組合員（協会員含む） 

 

② ディーラー会員（社団法人日本自動車販売協会連合会所属） 

 

③ オークション会員 

 

④ ネット会員 

 

（入会金・保証金） 

① 会員は当社に対し、入会承認後下記入会金を支払わなければならない。 

尚、入会金は退会時に返金しないものとする。 

         オークション会員（通常会員）   ５万円（税別） 

         オークション会員（グリーン会員） ５万円（税別） 
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② 会員は当社に対し、下記金額の保証金を寄託しなければならない。 

中販傘下組合員 ３万円（特別保証金上限１００万円） 

ディーラー      ０円（社団法人日本自動車販売協会連合会所属） 

オークション会員 ０円～１０万円（特別保証金上限１００万円） 

 

③ 保証金及び特別保証金は、会員が当社に対して負担する全ての債務を担保とし、当社は

履行遅滞にある会員の債務と保証金をいつでも相殺することができる。 

 

④ 保証金及び特別保証金は無利息とする 

 

（ポスカード・IDカード） 

① 当社が会員契約した本人及び従業員に対しポスカード・IDカードを交付する。 

但し、従業員とは会員契約した会社に在籍し、現に仕事に従事している者に限る。 

 

② ポスカード及び IDカードの交付は１社につき 3名までとする。 

                        （ 代表者１枚＋従業員 2枚 ） 

ポスカード １枚２，０００円（税別）※代表者分１枚目は無料 

IDカード  １枚２，０００円（税別） 

 

③ 会員はオークション会場、敷地、駐車場にいる間は、IDカードを身分証として常に着用しな 

ければならない。 

 

④ IDカードの使用は本人に限る。第三者への貸与、譲渡は一切認めない。 

 

⑤ ID カードの登録内容に変更があった場合は、当社が定める所定の手続きを行わなければ

ならない。また、退職（担当者変更）時は IDカードを返却しなければならない。 

 

（ポスカード・IDカードの紛失・破損） 

① ポスカードやＩＤカードを紛失した場合、当該会員は速やかに当社に届け出を行う。 

 

② ポスカードやＩＤカードの紛失及び盗難によって生じる一切の損害を賠償しなければならな

い。特に、ポスカードの悪用により購入された車輌代金（決済金）その全てはポスカード登

録会社の責任負担とする。 

 

（与信限度額） 

① 会員に対する与信限度額を設定することに同意するものとする。ここでいう与信限度額とは、

オークションにおいて会員の落札した代金のうち、未決済の金額を意味する。 

 

② オークション会場は、上記与信限度額を変更することができる。 

 

③ グリーン会員は、与信限度額を増額することはできない。 
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（会員契約の登録） 

① 登録期間 

・会員の登録期間は登録から５年間とする。 

・利用最終日より５年間取引が無い場合は、自動的に会員資格を失効する。 

    

② 登録更新 

・会員契約を継続する場合は、当社が定める規定に従って更新手続きを行わなければな

らない。 

 

③ 登録変更 

・登録内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行わなければならない。 

・転居先不明や電話不通など、連絡が取れない場合は会員登録を自動的に失効する。 

 

④ 再登録 

・中販連傘下組合員（協会員含む）が所属商組を退会し継続してオークションを利用する

場合は、当社が定める再登録手続きを行わなければならない。 

・通常会員が理由なく登録を抹消し、グリーン会員で再登録することはできない。 

 

（登録の抹消（退会） 

   会員が登録中期間中何らかの理由で登録を抹消しようとする時はその旨を当社に申し出ること。 

この場合、債権債務等を確認の上問題が無ければ、登録を抹消した後保証金の返還を受けるこ 

とができる。尚、保証金は本契約上の債務を控除して返還手続きを行う。 

         

（使用者責任または連帯責任） 

① 会員は、自社の従業員がオークションに参加して行った全ての取引行為、又は、不法行為

に対しその責任を負わなければならない。 

 

② 連帯保証人は、当社に対して負担する取引上の債務及び取引に関連して発生する諸費用

等の支払い債務について不履行があった場合に一切の責任を連帯して保証しなければな

らない。 

 

③ 当社と会員の契約において登録した日本人スタッフは、問題解決が難航した場合や、代表

が帰国、その他の理由で不在中に問題が発生した際、代表者に代わり迅速かつ平和的な

解決に向けて誠実に対応しなければならない。日本人スタッフと連絡が取れない場合は、

会員登録が自動的に失効する。 
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第三章 会員の義務 

 

（会員の義務） 

① オークションにおける全ての取引は、ポスコンピューターシステムで処理され、参加者はこのシ

ステムによる結果の全てに従い、当社規約（オークションマニュアル）・規定、運営細則、料金

規定、コーナー出品基準、指示事項を遵守しなければならない。 

 

② 会員はオークションへの参加に際して、他の参加者への迷惑行為やオークションの運営を阻

害する行為並びに秩序を乱す行為をしてはならない。 

 

③ 来場の際は、JU 中販連メンバーズカード、又は、当社専用ＩＤカードを必ず着用しなければな

らない。 

 

④ ポスカード・ＩＤカード及びパスワードは、登録者の責任において管理し、それに関するトラブル

が発生しても当社は一切責任を負わない。 

 

（禁止事項） 

オークションにおいて、次の各号に定める行為を禁止する。 

① IDカード未着用で会場内や駐車場に立ち入る行為、及び同伴する行為。 

        

② 一般ユーザー及び当社が認めた以外の者を会場内や駐車場など、オークションに係る施設

に許可なく立ち入らせる行為。 

 

③ 会員の名義を貸して、出品・落札する行為、ポスカードを貸与する行為。 

 

④ ネットオークションに参加できるのは会員のみとし、他の第三者への機器の貸し出し及び使用

させる行為。 

 

⑤ 自己の出品車に対し、自ら又は第三者等を利用して意図的に価格を吊り上げる行為。 

また、調整員にそれを要求する行為。それら不正な取引（サクラ行為や通謀しての架空取引

等）との疑いを当社が抱いた場合、第 6章 車両の出品落札（調整の禁止事項）に設けた内容

に沿うものとします。 

 

⑥ 落札車輌を落札店変更する行為。 

 

⑦ 落札車輌の前名義人（一般ユーザー等）に許可無く連絡する行為。 

 

⑧ 入れ墨、タトゥーのある方、それを見せる行為。 

        

⑨ 当社会員はオークション会場、敷地、駐車場や近隣地域への不法投棄、違法駐車などの迷惑

行為。 
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⑩ 当社オリジナルネットシステム及び関連会社ネットシステムを利用する権利を譲渡、又は、貸与

する行為。 

 

⑪ 一般ユーザーに対し、端末を直接操作、検索させる行為。 

 

⑫ 一般ユーザーに対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、スタート価格、

落札金額及び相場情報を知らせる行為。 

 

⑬ 一般ユーザーに対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、オークションの

落札価格と手数料（入札料及び落札料）のみで自動車を購入できるかのような販売誘引行

為。 

⑭ 一般ユーザーに対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、他の自動車の

落札情報を比較して、ネット会員が落札した自動車の落札価格が安価であるかのような販売

誘引活動をする行為。 

 

⑮ 一般ユーザーに対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、他の販売店が

不当に高い利益を得ているとの誤解を与えるような宣伝広告をする行為。 

 

（罰則） 

会員が本規約、その他当社が定める規則に違反した場合、当社は当該会員に対し下記罰則を課す

ことができる。 

① 誓約書の提出 

 

② オークション参加制限（入場禁止処分・取引停止） 

 

③ 強制退会 

 

④ ペナルティの支払い 

 

（オークションへの参加制限及び強制解約） 

会員が各号に 1つでも該当する場合は、オークションへの参加制限及び強制解約をすることができる。 

① 会員が与信限度額を超えて落札を行った場合。 

 

② 会員の支払い債務が規定の日時までに決済されない場合。 

 

③ 会員が落札した車輌にクレームが発生した場合において、規定の日時までに当該車輌代

金が決済されなかった場合。 

 

④ 会員が落札した車輌の名義変更書類を規定の日時までに提出しなかった場合。 

 

⑤ 会員がネットシステムの利用料・レンタル料・リース料等を期限内に支払わなかった場合。 

 

⑥ 会員情報を共同利用する関係団体及び企業は、ネット会員が前項の禁止事項を行ってい
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る事実を把握した場合、及び違反処分を受けた場合は当該会員に通知することなく直ち

に参加を停止することができる。 

 

⑦ 会員情報を共同利用する関係団体及び企業での利用停止事由が解決した時は、当該会

員の利用停止を解除することができる。 

 

⑧ 会員が破産、民事再生、会社整理もしくは特別清算の申し立てがなされた時、又は、小切

手・手形不渡りを発生させた場合。 

 

⑨ 会員が当社に対して有する債権を他に譲渡し、又はこの債権について他より差押え・仮差

押え・仮処分等の処分を受けた場合。 

 

⑩ 会員より当社に対して提出された連絡先が１ヶ月以上当社発送の郵便物又は電話等による

連絡が取れなくなった場合。又、会員との信頼関係が保てない状況と当社が判断した場

合。 

 

⑪ 会員が暴言・暴力・迷惑行為等の不当行為を行った場合。 

 

⑫ 会員が犯罪行為により、社会的、法的に処罰を受け会員の解約を必要とした場合。 

 

⑬ 会員が当社に対する債務を、保証金及び特別保証金で相殺した場合。 

 

⑭ 会員情報を共同利用する関係団体及び企業で違反し処分を受けた場合。 

 

⑮ 会員の連帯保証人及び日本人スタッフがその地位を辞任した場合。 

 

⑯ 会員が参加会場の規約・規定・運営細則・指示事項に違反した場合。 
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第四章 ネットオークション参加規約 

 

本規約は、ＪＵ埼玉オートオークション株式会社（以下「ＪＵ埼玉」という）が、業務提携したオークション会

場（以下「提携会場」という）及びネット提携会社（以下「提携会社」という）の会員が在宅からＪＵ埼玉が運

営するオークションに参加する為の参加規定を定めたものです。 

 

（ネットオークション参加登録会員） 

① ＪＵ埼玉に対して、ネットオークション参加申し込みを申請し、参加を認められた者。 

 

② 提携会場及び提携会社で会員契約を締結した会員で、当ネットオークションの取引をＪＵ埼玉が

認めた者。 

 

（取引条件） 

ネットオークションに関する取引は、全てＪＵ埼玉の定めるオークションマニュアル、規約規定を適用す

るものとする。 

 

（契約解除） 

提携会場及び提携会社の会員資格を喪失した場合、ＪＵ埼玉は予め勧告することなく当該会員と登録

参加契約を解除することができる。 

（免責事項） 

ネットオークション及びネット取引において、システムの故障、その他不測の事態により正常な取引がな

されなかった場合、ＪＵ埼玉は一切の賠償責任を負わないものとする。 
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第五章 車輌の搬入搬出時間 

 

搬入搬出時間 

曜日 搬入 当日出品 搬出 

月 通常出品 午後３時迄 

月曜日午後３時～ 

火曜日午前１１時迄 

  

 

火 

  

当日出品午前１１時迄 
正午以降（せり終了車輛のみ）～ 

                  午後９時迄 

水 ２４時間体制   水曜日午前８時～午後７時迄 

木 ２４時間体制   木曜日午前８時～午後７時迄 

金 ２４時間体制   金曜日午前８時～正午迄 

土 ２４時間体制     

日 ２４時間体制     

 

（車輌搬入） 

  「出品申込書」を車内に入れて、会場内指定駐車場に搬入して下さい。 

   

（車輌の搬出及び再出品） 

・オークション開催日の正午から（セリが終了している車輌のみ）搬出期限内（金曜日の正午迄）に搬出 

されていない車輌は、流札・落札問わず再出品の意志があるとみなし、次回オークションへの出品手

続きを行います。又、再出品の際、コーナー変更の意志表示が無い場合は、同一コーナーの出品基

準に沿って手続きを行います。（コーナー変更の手続きは金曜日の正午迄） 

 尚、現金会員・グリーン会員は入金後の搬出となりますのでご注意下さい。 

・搬出に要する燃料は、当該車両を搬出する会員の負担とします。 

・会員が間違った車両を搬出した場合、当該会員は原状復帰に要する費用及びそれに伴い他の会員

に生じた損害を負担するものとします。 

 

（希望コーナーへの出品） 

出品コーナー規定に付属するものとし、時間外の場合や当該車輌が各コーナーへの規定を満たさな

い場合、希望コーナーの指定が無い場合は当社の判断でコーナー変更をする場合があります。 

 

（キャンセル車輌の搬出） 

  クレームでキャンセルになった場合の車輌は、入金後の搬出になります。 

 

（搬出延長） 

搬出期限内（金曜日の正午迄）に搬出できない旨を申し出た場合、移動実費として申込時に１，０００円

（税別）を徴収し、翌々日の日曜日まで車輌保管します。日曜日中に搬出されない場合は、駐車場使

用料として更に５，０００円（税別）を徴収します。（以降一週間ごとに５，０００円（税別）加算） 
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（長期残留車両及び放置車両の罰則と強制処分） 

  当社の敷地内に正当な理由なく車両を長期間放置・残留している場合、車両の所有者、放置した者 

を追跡しペナルティを科します。 

また、所有者・放置者が分からない場合、あるいは所有者・放置者が移動、撤去に応じていただけな

い場合、残留車両、放置車両を移動、廃棄することがあります。 

 

 (会場周辺の放置車両) 

当社の会場周辺に放置されている車両は、放置車両として、警察、地方自治体に届け出するととも

に、所有者を追跡して撤去を求め、これに応じていただけない場合、裁判所に対して訴訟を起こす

ことがあります。 

 

 （残留車両及び放置車両のペナルティ） 

当社の会場周辺の駐車料金をもとにした駐車料金相当額の倍額の支払いとし、これに残留車両、

放置車両の撤去に要した費用（弁護士費用、裁判費用を含みます）の合計額とします。 
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第六章 車輌の出品落札 

 

（出品車輌の条件） 

① 違法車（盗難・接合・差押え車）でないこと。 

 

② 原則としてメーター改ざん車でないこと。 

 

③ 自走可能なもの。（但し、現状車は除く） 

 

④ 自走可能で AA準備に必要な燃料が入っていること。 

 

⑤ 場内引き回しの都合上、原則として建設機械、大型ブルドーザー、その他特殊車輌は、事前に

出品の可否を判断しますのでご相談下さい。 

 

⑥ 当社では、出品条件を満たさない車輌であっても相当と判断した場合は、出品を認めることがあ

ります。 

 

（出品車輌の付属品） 

標準装備の付属品（ナビ・ＴＶ・オーディオ・エアコンのリモコン・ナビＣＤ・保証書・記録簿）等、容易

に持ち出せるものは車内に入れたままにせず、出品店にて保管するものとします。 

車内に入れたままでの紛失・盗難等のトラブルに関して当社は責任を負いません。 

 

（出品車輌の検査・評価基準） 

① 出品車は、当社の検査員が検査を行います。 

 

② 当社の評価基準はＮＡＫ（日本オートオークション協議会）統一方式で行います。 

 

③ 中商連及びＮＡＫの検査基準に沿ったもので検査を行います。 

 

④ 出品店は、車輌の記載内容や評価点については、全責任を負うことになりますので、正確を期し

て下さい。 

 

（調整員権限） 

① セリ機の操作は当社社員が行います。 

 

   ② 調整員はセリ進行に関する権限を保持しています。セリを公平公正に進める為、会員は調整員 

の指示に従ってください。 

  

 ③ 出品店は、「出品申込書」にスタート価格・希望価格を必ず記入して下さい。申告のない場合は 

流札となる場合があります。当社の価格調整員は、セリ売りの際、出品店が価格調整コーナー 

に不在の時は、設定された希望価格に対して３万円の調整幅をもって売ることができます。 
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（調整の禁止事項） 

   不正なセリ行為を禁止します。不正なセリ行為と当社が判断した場合、キャンセルや取引停止等の

裁定を下し、適宜ペナルティを科す場合があります。尚、裁定及びペナルティについては当社が決

定するものとします。 

 

(落札の決定） 

出品車輌の落札は、落札決定ランプが点灯した時に決定となります。 
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第七章 代金決済 

 

（落札車輌代金の精算手続き） 

① 落札店は、自社の取引計算書が送信されなかった場合、落札店が当社に確認を行うものと 

ます。 

 

② 落札店は、車輌代金を翌週月曜日までに決済を完了して下さい。 

発生した振込手数料は送金側の負担とします。 

 

③ 車輌代金は下記の決済のみを受け付けます。 

・現金又は小切手 （注：小切手は現金化の確認ができた日が入金日になります。） 

・銀行振込 

・ＪＵオークションカード 

・Jデビット 

 

 

④ 車輌代金を次回のオークションの成約車輌代金と相殺はご遠慮願います。 

 

⑤ キャンセルになった車輌で、既に決済が済んでいて落札店が書類を受け取っている場合は、当

社にキャンセル車輌の書類が届いた時点で、車輌代金を返金致します。 

 

⑥ 落札店は、落札車輌に対するクレームがあっても、その解決とは別に請求されたオークション請

求総額を期限内に支払うものとします。 

 

⑦ 落札店の代金決済に違約があった場合、落札店は、代金遅延ペナルティとして遅延日数×購

入台数×２，０００円を支払うものとします。 

 

⑧ 落札店が当社に車輌代金及びそれ以外の債務を有していた場合、一部オークションの利用を

制限させて頂く場合がございますのでご注意下さい。 

 

⑨ 上記⑧項に付随して債務の精算がない場合は、債務者の許可なく車輌及びそれ以外の物品 

の売却・預り金と充当にて未精算債務に引き当てることができます。 

 

（成約車輌代金の支払手続き） 

① 出品店は、自社の取引計算書が送信されなかった場合、出品店が当社に確認を行うものとしま

す。 

 

② 支払いは全て振込とし、金融機関が休業日の場合は、翌営業日の支払いとさせて頂きます。 

 

③ 発生した振込手数料は、送金側の負担とします。 

 

④ 当社営業日正午までに申請書を添付の上、申請台数分の書類を提出して頂いた場合に、車輌
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代金は翌日の支払いとさせて頂きます。 

 

⑤ 出品店がオークション開催日以前の未払いがあった場合、一部支払い代金から相殺させて頂く

場合があります。 

 

⑥ キャンセルになった車輌で既に決算が済んでいる場合、当社にて出品店から車輌代金の返金

が確認できた時点で搬出並びに書類の返送が可能になります。 

⑦ 出品店が当社に車輌代金及びそれ以外の債務を有していた場合、一部オークションの利用を

制限させて頂く場合がございますのでご注意下さい。 

 

⑧ 上記⑨項に付随して債務の精算がない場合は、債務者の許可なく車輌及びそれ以外の物品 

の売却・預り金と充当にて未精算債務に引き当てることができます。 

 

（所有権の留保） 

落札店が当社に車輌代金の決済を行う前に当社が出品店に車輌代金を支払った場合は、支払い

時点で車輌の所有権は当社に移転し、落札店が車輌代金を支払った時点で車輌の所有権は落札

店に移転することとします。 

オークション取引上で車輌代金の支払いを怠った場合、車輌の所有権は当社にもあるものとし、留

保している車輌について当社は取引店の承諾無しに当該車輌を引き上げることができます。 

 

（保証金） 

   保証金・特別保証金については、脱会の際に今後発生する債務がある場合は、直ちに返金をする  

ことはできません。 
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第八章 手数料・せり幅金額・調整幅金額 

 

（手数料） 

会員は車輌の出品、落札において本規定が定める手数料を当社に支払わなければなりません。 

 

 

（手数料の種類） 

手数料は、出品料・成約料・落札料を基本とします。 

 

（基本手数料） 

 別紙に定めます。 

 尚、ネットワークによる落札料は、各ネットワーク基準に準じます。 
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第九章 書類規定 

（出品店の書類の提出） 

① 書類の完備について 

全国どこの陸運支局又は検査登録事務所でも登録可能で、且つ差替え可能なものとします。 

     書類提出期間はオークション開催日を含む１０日間とします。 

 

②書類完備の用件 

   ・電子車検証と自動車検査証登録事項を提出するものとします。電子車検証については IC タ

グの記録情報が正常に読み取れるものとします。（読み取れない場合不備となります） 

    

   ・「印鑑証明」「委任状」等の有効期限は、書類到着日を含め１ヶ月後の応答日以上あるものを

提出するものとします。 

但し、出品申込書に書類受付日を含め２１日以上の名変期限を記載すれば受付します。 

※書類提出が受付日を含め、２１日を満たない場合は足りない日数を延長又は早期名変もし

くは差替えの対象となります。 

 

・「印鑑証明」等、又は官庁で発行した全ての書類の有効期限は３ヶ月間とします。 

 

・「自賠責保険証」は自家用とし書類の一部となりますので無い場合は書類不備となります。 

※離島用の場合は出品申込書に記載をお願いします。記載がない場合は本土用に変更し

て提出をお願いします。尚、落札店にて発覚した場合は出品店に追加金のさせていただ

きます。（名変後７日以内迄申告とする） 

 

・書類を提出する場合、当社の「書類送付書」に必要事項を記入の上、提出するものとします。

「書類送付書」の添付無き場合はその内容についてのクレーム対象となります。 

     ・書類の送料は元払いにてお願いします。 

 

③ 書類遅延ペナルティについて 

・書類遅延ペナルティはオークション開催日を含め１０日経過した１１日目から１台につき１万円

のペナルティとなり、以降１日経過毎に（日曜日は除く）に２千円が加算されます。 

 

・オークション開催日を含め２１日経過しても書類の提出が無い場合、落札店の意思によりキャ

ンセルが可能となります。キャンセルの場合、出品店に１０万円のペナルティ（遅延ペナルティ

含む）と出品料・成約料・落札料・落札店の掛かる諸経費（販売逸失利益は含まない）を科しま

す。 

 

・出品店の都合による書類提出不可能な場合は、出品店に１０万円のペナルティ・出品料・成

約料・落札料・落札店の掛かる諸経費（販売逸失利益は含まない）を科します。 

  

④ 書類不備について 

   ・書類受付時に「印鑑証明」等の譲渡書類の差替えが必要な場合は、当社未着扱いとし経過日

数によって遅延ペナルティの対象とします。 
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・トラブル防止の為、倒産・法人解散・ダブル移転（ディーラー等除く）・相続（共同相続完了後

の相続書類も含む）・未成年等の書類は地域により取り扱いが異なる為受付致しません。必ず

自社名義にしてから出品して下さい。 

 

・落札店にて書類不備が発覚した場合、出品店は不備の連絡をした日を含む７日以内に書類 

を当社に提出するものとします。尚、７日経過した場合はペナルティ１万円とし７日経過毎に１

万円を加算されます。 

 

⑤ 早期名義変更について 

落札店が、書類期日が１ヶ月後の応答日未満のものを承諾した場合、出品店より落札店へ１ 

万円を支払うものとします。尚、落札店が承諾できない場合、出品店は書類期限の延長もしく

は差替えをお願いします。 

 

⑥ 車検切れ車輌について 

車検が切れている車輌は、原則「抹消謄本」で提出するものとします。 

抹消出品でナンバーを外し忘れて搬出されてしまった場合、出品店は落札店へ返送ペナル

ティとして、送料を含め３千円を支払うものとします。 

車検付車輌の場合、落札店からのナンバー抹消依頼はトラブル防止の為、受付致しません。

但し、オークション開催日の翌月末日迄に車検が切れる車輌に関してのみ、落札店の申告に

よりオークション終了後３０分迄抹消依頼を受付、出品店にて抹消します。 

 

⑦ ナンバー応談について 

車検切れ車両をナンバー付きで出品したい場合は「出品申込書」に「車検年月日とナンバー 

応談」と記載して下さい。落札店の申告によりオークション終了後３０分迄抹消依頼を受付、 

出品店にて抹消します。 

   但し、落札店は抹消の申告をした後にナンバー付き車両を搬出してしまった場合は元払い

でナンバーを返送するものとします。 

 

⑧ 書類の再交付について 

落札店が、書類の有効期限を切らした場合及び書き損じ等により差替えをする場合は必ず当

社を介して下記規定金額（実費含む）にて差し替えるものとします。 

但し、旧所有者（譲渡人、委任者）が記載すべき欄が未記入で、その欄を落札店が書き損じた

場合については下記規定金額を免除するものとします。 

尚、差し替え完了後、書類発送日含む７日以内に名義変更を行うものとします。 

直接名義人に連絡を入れた場合は迷惑ペナルティ３万円となります。 

 

    <再交付ペナルティ> 

再交付書類 

印鑑証明書 電子車検証・委任状・譲渡書・履歴事項証明書 

住民票・謄本・申請依頼書・所有者承諾書・他 

３万円 ２万円 
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     <書類一式紛失 > 

落札店が書類一式（移転・抹消）を紛失した場合（実費含む） 

名義人 軽自動車 普通車 

出品店 ３万円  ５万円 

その他 ５万円 １０万円 

※出品店が他 AA会場等に依頼する差額については請求になります。  

※自賠責保険は落札店にて交付して下さい。 

        

⑨  法的問題・リサイクル法の取引報告等車両について 

抵当権設定、差し押さえ、リサイクル法の引き取り報告、交通違反、何らかの理由により、登録、

抹消、車検が受けられない場合、発生日を含め７日以内に解除、登録ができなければペナル

ティ１万円とし、以降７日経過毎に１万円を加算するものとします。 

       連絡日より１ヵ月以内に解除、回復できない場合、落札店はキャンセルすることができます。 

 

        

       出品店都合のキャンセルペナルティは１０万円+出品料+成約料+落札料+諸経費（販売逸失利益は

含まない）を科します。 

 

（落札店への書類の送付） 

当社から落札店への書類の送付は、届出されている住所に送付致します。 

落札店は、書類を受領した際、書類の内容及び、電子車検証 IC タグが正常に読み取れる事を十分

に確認して下さい。 

 

 

（登録名義の変更） 

   ① 落札店の名義変更期限は、オークション開催日の翌月末日迄又は名変期限とします。 

    

② 名義変更完了の証明には、交付年月日、新登録番号、車台番号が確認できる下記のいずれか

を当社まで送って下さい。 

自動車検査証記録事項 電子車検証の券面コピー 登録事項証明書 

     ※電子車検証の券面コピーを提出された場合は、発行日を名義変更完了日とみなします。 

     ※日付改ざん等、悪質な行為が認められた場合は名義変更遅延ペナルティの対象となり、その

他ペナルティ等厳格な処置を講じます。 

 

      

 ③ 落札店は、軽自動車の転入手続きの際、他府県に転入された場合、前課税者に税請求が発生

しないように軽自動車変更（転出）申請書にて手続き、もしくは廃税申告書を前所轄市町村役場

に提出して、その写しを当社に送って下さい。 

自己申告等でその処理が不完全な場合は落札店責任とします。出品店より申告を受けて７日経

過しても処理されない場合は、ペナルティとして１万円を落札店より徴収し出品店に支払い、税

止めは出品店で行うものとします。 
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    ④ 名義変更の遅延期限までに届け出がされなかった場合、下記ペナルティとなります。 

  軽自動車 普通自動車 

名義変更期限 翌月末又は書類有効期限迄 翌月末又は書類有効期限迄 

FAX期限 翌月末又は書類有効期限迄 翌月末又は書類有効期限迄 

名義変更ペナルテ

ィ 

台あたり 10,000円 

（７日毎に 10,000円徴収します） 

台あたり 10,000円 

（７日毎に 10,000円徴収します） 

FAX未着及び 

不鮮明の場合 

FAX遅延ペナルティとして 

台あたり 10,000円徴収します 

現在登録証明書発行料として 

台あたり 3,000円徴収します 

※名義変更の責任は落札者にあり、

オークション会場は 

いかなる責任も負いません。  

※名義変更完了の登録証を FAXで提出する場合、到着の有無を電話で確認してください。 

 

（自動車税の未納） 

   ① 出品店は自動車税を支払い期限内に年額支払うものとします。 

 

② 自動車税が未納の場合、出品店は請求日含む７日以内に自動車税を納付するものとします。 

尚、７日経過しても納付されない場合遅延ペナルティは１万円とし、７日経過毎に 1 万円を科しま

す。 

 

   ③車検満了月前月の車検の際、陸運局に車両を持込み未納が判明した場合は、ペナルティ１万円

を科します。出品店は速やかに納税をすませ納税証明書を当社まで送って下さい。 

 

（迷惑行為の対応） 

落札店は、名義変更前に法定違反及び放置行為等の迷惑行為が発生した場合ペナルティ３万円と

します。 

   落札店は、速やかに解決を図り発生日より７日以内に名義変更を完了して下さい。７日経過毎に１万 

円を科します。 

 

（自動車税の預り金処理） 

落札車輌が車検付の場合、当社はオークション開催日の翌月から年度末までの分の自動車税相当

額を月割りで落札店から預かります。落札車輌が軽自動車の場合、翌年度分の軽自動車税相当額

を落札店から預かります。 

落札店から落札車輌の名義変更完了の通知を受けた後、預り金の精算を行います。 

 

① 登録車両が移転登録された場合は、預り金の全額を出品店に支払います。 

 

② 登録車両が一時抹消登録又は輸出抹消登録された場合、預り金のうち抹消登録月の翌月から

年度末までを落札店に返金し、残金を出品店に支払います。（同月抹消の場合は預り金の全額を

落札店に支払います） 

 

③ ３月開催で同年度内移転登録の場合は、預り金の全額を落札店へ返金します。 
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④ 移転登録後、同年度内に一時抹消登録又は輸出抹消登録した場合は、落札店からの申し出

（抹消登録月の翌月５日迄にコピー提出）により還付金相当額を出品店より徴収し、落札店へ返

金します。 

 

⑤ 軽自動車については年度内名義変更された場合、預り金の全額を落札店に支払います。 

 

   ⑥軽自動車は年度を超えて名義変更された場合、預り金を案分して出品店に支払います。 

 

⑦８ナンバー（キャンピング、放送宣伝車など）トラック、グリーン課税対象車などは一旦当社の規定

で預かり、名義変更完了後それぞれの相当額で精算します。 

 

   ⑧減免、電気自動車、又過少預り等自動車税の移行があるものは、出品店、落札店の双方は精算

するものとします。 

 

（還付請求権の譲渡通知書の取り扱いについて） 

当社では、還付請求権の譲渡通知書の取り扱いは致しません。出品店にて保管、管理して下さい。 
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第十章 クレーム裁定 

 

（クレームの裁定） 

この裁定は、オークション取引に伴うクレーム等の解決にあたり、出品店・落札店双方に理解と協力

を頂くことを目的とします。 

出品店は、出品に際し出品車輌をあらかじめよく点検し、暇疵箇所・欠品等については自己申告が

前提となっております。従って、受付期間内にクレームが発生した場合、当社は中立・公正な立場で

クレーム裁定を行い、クレーム当事者は当社の裁定に従うものとします。出品店、落札店は理解・協

調の姿勢を持って円満に解決することに努めるものとします。 

 

◆クレームの申立方法・申立期間 

クレームは、当社に電話・ＦＡＸにて行って下さい。クレーム申立期限は、落札日を含む５日後

の１７時までとします。ただし、ＦＡＸ用紙に日付・時間の記載のないものは無効とし、ノークレー

ムとします。尚、落札車両が基本となるクレーム申立期間内に届かない場合、主催商組の定め

る期日の延長をする場合があります。当社は、申立理由を補充する書面の提出や、落札車輌

の提示、その他、証拠の提出を求めることができます。尚、当事者間の折衝はいかなる場合も

禁止とします。 

 

◆クレームに対する裁定 

1 裁定の種類や適用の基準は、別表の通りです。 

 

2当社の検査は、あくまでも参考のものです。従って、出品店申告が無かった場合はクレームに 

 なります。  

 

3 クレームが発生した場合、当社は中立的立場で、出品店・落札店双方と話し合います。双方

共、クレーム解決に向けて積極的に努力して下さい。 

  

4 当社が下した裁定に従わない場合は、オークション参加の制限・入場停止等の処置を取る場

合もあります。 

 

5 当社にて落札後、他のオークション等に転売した場合及び名義変更を完了してしまった場合

には、一切ノークレームとします。但し、走行距離・冠水・接合・盗難、当社が認めた場合はこ

の限りではありません。 

 

6 クレームの対象となる部品代（新品価格）が、２万円未満の場合はノークレームとします。（欠

品も部品代２万円未満はノークレーム）工賃は原則としてクレーム対象としません。 

 

7 クレーム申し立て及び受付は、クレーム期間内に一度の受付とし、同一車輌に対して２度・３

度のクレームは受付しません。但し、ＡＡ当日・搬出前のクレーム及び走行距離・グレード・年

式・その他・当社が認めた場合はこの限りではありません。 

 

      8 出品車輌が車検付きの場合は、「出品申込書」に車検月・登録番号を必ず記入して下さい。
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車輌にナンバープレートが装着されていることが前提となります。 

        名義変更中車輌（登録車）は法令順守の関係から出品できません。 

 

9 メーターに疑義がある場合は、「出品申込書」の走行欄に内容により改ざんは「＊」・交換は

「＄」・不明は「＃」を記入して下さい。 

 

10 メーター改ざんがわかっている場合は、その旨を「出品申込書」の注意事項欄に記入して下

さい。又、走行欄に現メーターの距離と「＊」を記入して下さい。 

 

11 日本走行管理システムにより、メーター改ざんがわかった場合には、調査回答書の提出を求

める場合があります。 

 

12 メーター交換車は、保証書又は認証・指定工場で交換されたことを証する記録簿等、客観

的に証明できる書面があり、日付、交換前の走行距離の記入が必要となります。中古メータ

ーも同様の証明が必要となります。 

証明できる場合は、交換時の距離と現在まで走行した距離を合算して「＄」を記入して下さ

い。メーター交換が証明できない場合は「メーター改ざん」の扱いとし、現メーターの距離と

「＊」を記入して下さい。 

-記入例- 

          新品・中古メーター交換車で、証明するものが無い場合。 

         「メーター交換、証明書がない為、メーター改ざん車扱い」と注意事項欄に記入して、現メ

ーターを走行欄に｛０００Ｋｍ・「＊」｝と記入する。 

   新品メーター交換車で、証明書がある場合。 

         「平成００年００月００日、０００Ｋｍ時、メーター交換、証明書有」と注意事項欄に記入して、

交換時の距離とメーター交換してから走行した距離を合算して、走行欄に｛０００Ｋｍ・

「＄」｝と記入する。 

      中古メーター交換で、証明書がある場合。 

        「平成００年００月００日、０００Ｋｍ時、０００Ｋｍの中古メーター交換、証明書有」と注意事項

欄に記入して、交換時の距離と中古メーターに交換してから走行した距離を合算して、走

行欄に｛０００Ｋｍ・「＄」｝と記入する。 

 

13 マイル表示は、１．６倍に変換した走行Ｋｍを「出品申込書」の走行欄に記入し、現在のマイ 

ルメーターは注意事項欄に記入して下さい。 

 

14 メーター１回転が証明できる車輌は、「出品申込書」の走行欄に合算距離を記入して頂き、

必ず注意事項欄に、メーター１回転の旨と現メーターを記入して下さい。尚、証明できない

場合は、メーター改ざん車扱いになります。 

 

15 ディーラーによるメーターのセットアップ交換は、実走行扱いとなります。現メーターの走行

距離を「出品申込書」に記入して下さい。ただしセットアップメーター交換を証明する書類を

提出する必要があります。 
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16 車輌総重量８トン未満のトラック、最大積載量５トン未満のトラック等、法律でタコグラフ装着

が義務付けられていない車輛で、積算距離計とタコグラフが一体式で装着されている車輌

は、タコグラフを新車時に取り付けたものとみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距

離を記載します。但し、タコグラフを途中交換している場合は、客観的に判断できる交換記

録を必要とし、記録がある場合はメーター交換車「＄」・記録がない場合はメーター改ざん車

「＊」とします。 

 

      17 リサイクル券有の場合は、必ず「出品申込書」に、リサイクル料金を記載してください。未記

入及び誤記入の精算受付は書類発送日含む７日間とします。 

 

      18 非課税車輌は、「出品申込書」に非課税車輌と記入してください。尚、その場合には車輌消

費税は計上いたしません。申告がない場合は、車輌消費税は計上します。 

 

19 事業用ナンバーの付いている車輌は出品できません。 

 

20 落札店はナンバー応談の記載がある場合、オークション終了迄に申し出ることとし、申し出

のないものは継続扱いとします。尚、ナンバー応談の記載があり車検月の記載がないもの

又は、登録番号のみの場合は抹消扱いとします。 

 

21 書類有効期限が短い場合、「出品申込書」へ記入することによりペナルティなしで提出可能 

とします。但し、最短の書類有効期限は、書類受付日を含め２１日以上とします。 

 

22 「自賠責保険証」が離島の場合は「出品申込書」に記入して下さい。未記入の場合は本土

の「自賠責保険証」を提出して頂きます。 

 

23 出品車輌の乗車定員は、「出品申込書」に記入する必要があり、特にバン・ワゴン系に於い

ての乗車定員未記入の場合は、当社の判断によりクレームになる場合があります。 

       

      24 荷台の形状が未記入の場合は「低床」扱いとさせて頂きます。 

 

25 ＮＯⅹ・ＰＭ法が未記入の場合は、不適合扱いになります。 

 

26 輸入車は、ディーラー車・並行車・モデル年式・登録年式を「出品申込書」に記入して下さい。

未記入の場合は不明扱いになります。 

 

27 社外品は「出品申込書」の注意事項申告欄に記入して下さい。未記入の場合はクレームに

なる場合があります。 

 

28 クレーム事由が、メーカー保証にて対応できる場合はノークレームとします。その際に掛かる

費用は保証継承代として１万円を出品店に請求することとし、落札店はメーカークレームに

て修理することとします。但し、メーカー保証が対応できない場合はクレームとします。 
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29 クレームの申し立ての為に掛かる費用（ディーラー見積もり費用）については、落札店負担と

します。また、クレーム申し立て中に名変期限（書類期限）となる場合、当社確認の上、落札

店名にて名義変更をするものとし、名義変更に掛かる諸経費（ペナルティー含む）は、落札

店負担とします。 （※但し走行距離問題車、冠水車、接合車、盗難車等、主催商組が相当

と判断した場合は、その限りではありません） 

 

30 加修費については原則として中古部品を元に算出するものとし、上限を落札車両代金まで

とする。また、他車両に流用が可能であると JU 埼玉オートオークションが認めた部品（AW・

エアロパーツ等）については、加修費から除くものとする。 

 

31 後送品対応の取扱説明書に関して、不備があり後送品対応が出来なかった場合、国産車

3 千円・輸入車 5 千円の値引きとする。また、ナビ取扱説明書に関しても 3 千円の値引きと

する。 

 

32 部品支給にて対応する場合は、出品店より直接落札店へ送付できるものとします。送料は

出品店負担とします。出品店が当社に部品を持ってきた場合は、落札店への送付費用実

費を請求させて頂きます。尚、出品店は部品対応を当社に申し出てから７日以内に対応し

なくてはなりません。 

 

33 ナビ・TV・オーディオ・エアコン等のリモコン・ナビＣＤ等の付属部品は、書類と一緒に当社

へ提出するものとし、書類発送日含む７日間クレームを受付けます。出品車に入れたままで

盗難にあっても当社に責任はなく出品店の責任としてクレームを受け付けます。 

操作するのに必要な部品の為、装備品に○印、又は、セールスポイントに記載した場合は、

部品代が２万円未満でも現品支給、又は、値引きとします。尚、出品店は当社が付属部品

を依頼してから７日以内に対応しなければなりません。 

 

34 現車と撮影写真に相違がある場合には、車両搬出前に現車確認が必要となります。 

     （ キーレス等 ） 

 

35 クレームでキャンセルとなった場合、成約料・落札料・落札店の掛かる諸経費（販売逸失利

益は含まない）は出品店負担になります。 

 

36 エアバック装着車輌（標準・オプション問わず）で、使用済み・不良・欠品等の場合、不具合

の内容について正確な記載が必要であり、記載のない場合はクレームとします。 

「出品申込書」に社外ハンドルと記載がある場合は、純正ハンドル（エアバック含む）は無し

とさせて頂きます。尚、その場合は落札店で純正ハンドルを用意して頂き、純正に交換後ユ

ニットなどに不具合があり、且つ、部品代が２万円以上のものはクレームとします。 

故意の隠蔽等、悪質であると当社が判断した場合はクレーム裁定とは別に制裁を科すこと

があります。 

 

37 「Ｒ点」評価車輌で、「出品申込書」に記載のある修理内容以外に事故部位があった場合で

も一切ノークレームとします。 
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38 出品店は、暇疵箇所・欠品等については自己申告が前提となっております。紛らわしい表現

及び見にくい表示の場合は、当社の判断によりクレームとします。 

 

39 エンジン・ミッション不良・異音がある場合、「出品申込書」にその旨の記載が必要です。記

載がない場合、又は、紛らわしい表現及び見にくい表示の場合は、クレームとします。尚、

エンジン・ミッション不良・異音の記載がある場合、エンジン・ミッションについての不具合は

一切ノークレームとします。（エンジン載せ替えやオーバーホールを要するものも含む） 

 

40落札店がクレームの申し立てをする場合は、必ず当社に連絡をするものとし、当社の許可な 

く出品店もしくは前名義人等に直接連絡することを禁止します。当社の許可なしに出品店、

もしくは前名義人等に直接連絡をしたことが判明した場合はペナルティ３万円を科します。 

 

41 評価点付車輌が再検査の結果「Ｒ点及び評価違い」となり、キャンセルとなった場合の落札

店の掛かる陸送費は、出品店と当社にて折半とします。 

 

42 落札店が当社にてクレームの申し立てをした日から、翌週同曜日までに再度連絡がない場

合はノークレームとします。 

 

43 出品車輌の内外装評価（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ）並びに事故評価については、あくまでも参考であり、 

万一違いが生じたとしても一切ノークレームとします。 

 

44 年式が違う場合 

クレームの受付期間は、書類発送日含む７日間とします。 

キャンセルの場合 ペナルティ２万円＋諸経費とする 

（但し、低価格車の場合は１万円＋諸経費とする） 

         ※出品店申告より年式が新しい場合は、ノーペナキャンセル＋諸経費のみ受付とする。 

 

45 グレードが違う場合 

クレームの受付期間は、書類発送日含む７日間とします。 

キャンセルの場合  ノーペナキャンセル＋諸経費とする 

※出品店申告より上位グレードの場合、又は、新車価格が同金額の場合はノーペナキャン

セル＋諸経費のみ受付とする。 

 

46 車検月・初年度登録月が違う場合 

クレームの受付期間は、書類発送日含む７日間とします。 

値引きの場合  車検月・初年度登録月相違 

１ヶ月（普通車５千円・軽自動車３千円）×残月数とする 

 

キャンセルの場合  ノーペナキャンセル＋諸経費とする 

         ※登録月が申告より新しい場合、車検残が申告より長い場合は、キャンセルのみとする 

 

47 車検付出品車が抹消の場合 

          クレームの受付期間は、書類発送日含む７日間とします。 
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             値引きの場合  個別対応とする 

キャンセルの場合  ペナルティ２万円＋諸経費とする 

（但し、低価格車の場合は１万円＋諸経費とする） 

48 輸出目的の為に落札した車輌で、書類到着又はクレーム申請前に日本を出国した場合は

一切ノークレームとします。又、入国先のバイヤー等からクレームによるペナルティ等が発生

しても当社は一切認めないこととします。但し、メーター改ざんは例外としてクレームとしま

す。 

 

49 ネットオークションとは、「インターネットシステム」で落札した車輌です。クレームの受付期間

は、 オークション開催日を含む５日間とし、車輌未着の場合は通常クレーム期間内に申し

出があった場合のみ、当社の判断によりクレームの受付延長を認めます。 

 

50 低価格車とは、落札金額が２０万円未満の車輌とします。尚、落札価格に手数料は含まれま

せん。 

 

51 北海道・沖縄県のクレーム受付期間は、オークション開催日を含む７日間とします。 

 

52 災害・天災等のやむを得ぬ事情（個人都合は除く）で、車輌未着の場合は通常クレ－ム期 

間内（オークション開催日を含む５日間）に申し出があった場合のみ、当社の判断によりクレ 

ームの受付延長を認めます。 

 

53 落札店都合によるキャンセル（オークション開催日のみ）但し、当該車輌のセリ終了後３０分 

以内に申し出のあった場合に限る。 

          ペナルティ５万円＋出品料＋成約料＋落札料 

 

54 出品店都合によるキャンセル（書類提出不可能な場合を含む） 

          オークション開催日当日 １０万円＋出品料＋成約料＋落札料 

          オークション開催日以降 １０万円＋出品料＋成約料＋落札料＋落札店の掛かる諸経費 

                                               （販売逸失利益は含まない） 

 

55 非課税車輌と判明した場合の消費税返還受付期間は、書類発送日含む７日間とします。 

尚、課税車輌か非課税車輌かの判断につきましては、各メーカーに確認し、新車販売時の

課税状況に準じるものとします。また、非課税に該当するかの装置装着状況や後付け架装

された福祉車輛については関連団体等に状況を確認し、課税、非課税を判断するものとし

ます。 

 

56 「出品リスト」と「出品申込書」の記載内容に相違がある場合は「出品申込書」を優先します。 

   

57 現状車は機関・機構・欠品等でも一切ノークレームとします。 

自走可能な車輌が後に何かの原因により自走不可となった場合でも、けん引が可能であれ 

ばノークレームとします。 

 

58 現状車で冠水の申告が無い場合はクレームとしクレーム受付期間は、ＡＡ当日含む５日間と
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します。尚クレームの対応はキャンセルのみの対応とさせて頂き、その場合に掛かる諸経費

（陸送費、加修費、その他実費）は請求できません。車輌代のみの処理とさせて頂きます。 

 

      59 「出品申込書」に必要な事項を、漏れなく正確に記入して下さい。尚、虚偽記入、誤記入、

記入漏れ等があった場合は、すべて出品店の責任となります。 

 

60 「出品申込書」の装備品欄は、純正装着のみの記入とし、社外品又は規格外品と重複記入

した場合はクレームになります。尚、純正品が提出できない場合は、値引き処理となります。 

 

61 「出品申込書」のセールスポイントの欄は、出品車輌のアピールポイントとなるもの（純正・社

外品を問わず）を記入する欄とし、記入した装備品や内容が不良・欠品・記載違い等の場合、

年式・走行距離・評価点・落札価格問わずクレームとします。 

 

62 「出品申込書」の注意事項申告欄は、出品車輌の不良個所・不良内容などを具体的に記入

する欄、又は、装備品の欠品・社外品装着がある場合の記入欄とさせて頂き、記入のない

場合、又は、紛らわしい表現及び見にくい表示はクレームになります。尚、不良・欠品等の

記入がない場合は、セールスポイント扱いとし、不良・欠品等の場合はクレームになります。 

 

63 車台番号の不鮮明なものや職権打刻車は、外車・国産車ともに「出品申込書」の注意事項

申告欄に記入して下さい。未記入の場合はクレームになります。 

 

64 「出品申込書」に虚偽の記入や、記入に誤りがあった場合はクレームになります。尚、内容

によりペナルティを科します。 

 

65 「出品申込書」に車体色と色コードは必ず記入して下さい。基本的に車体色と色コードが違

う場合は、色コード優先とします。 

 

66 レスオプション車輌で「出品申込書」に記入がない場合はクレームになります。 

 

67 ３トン吊りクレーン車やタンクローリー車等を出品する場合は、上物の検査証・証明書等の必

要書類の有無を記入して下さい。記入の無い場合は、「有り」とみなし、期限切れの場合は

「無し」とみなします。 

 

68 車検証の型式に「改」が入っている場合は、「出品申込書」の型式欄に「改」を記入し、構造

変更された場合は、注意事項申告欄に構造変更の内容を記入して下さい。 

 

69 キャンピング車・放送宣伝車などの８ナンバー登録車は、それぞれキット付きが標準です。

「出品申込書」の注意事項申告欄にキットの有無を記入して下さい。 

 

70 「出品申込書」の後日品欄は、書類と共に後日送付するものを記入して下さい。尚、後日品

欄に記載がない場合でもセールスポイント欄や装備品欄に記載した装備品に関連する付

属部品等で、その動作に重要な付属品であると当社が判断した場合は、クレームになること

があります。 
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71 初年度登録より１０年、又は、１０万ｋｍ経過車輛、並行輸入車、災害車は、原則としてノーク

レームとします。但し、エンジン・ミッションの重大箇所、並びに重要装備品の不具合・欠品

等、又は、虚偽申告・誤記入・記入漏れ等、当社が重大であると判断した場合は、クレームと

します。 

 

72 搬出前迄のクレーム受付最終期限は、オークション開催日を含む４日以内（最終日は当社

営業時間内）とします。但し、期日の最終日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日の

営業時間内迄とします。 

搬出期限が金曜日の午前中迄となっておりますので、金曜日（休業日の場合は翌営業日）

の当社営業時間内以降のクレームにつきましては原則ノークレームとします。但し、現車確

認があり、且つ、オークション開催日を含む５日間以内にクレームの連絡があった場合は当

社の判断によりクレームとする場合があります。 

 

73 掘出し売切りコーナー、ディーラー売切りコーナーは原則ノークレームとします。但し、エンジ

ン・ミッション等の重大箇所はクレームとする。値引きの場合は車輌代の半額までを上限とす

る。キャンセルの場合は、掛かる諸費用（加修費・陸送費等）は全て免責（※当社から送付し

した書類から判明する場合を除く）となります。但し、当社が出品店の瑕疵と判断した場合を

除きます。 

 

74 「現車オークション」については、「下見による現車確認」が基本となっておりますので十分下

見をした上でセリに参加して下さい。 

 

75 「ネットオークション」については、現車が到着した時点で、「出品申込書」の記載内容と「現

車」を確認して下さい。尚、当社で有料にて下見代行を行っております。 

 

76 キャビン交換やホワイトボディ交換は事故車（Ｒ点）になります。 

 

77 出品申込書のタイヤの残り溝は参考情報であり、万一違いが生じたとしてもノークレームとし

ます。 

 

（保証書・記録簿について） 

① 「保証書」・「記録簿」の未着の受付については、当社より書類発送日含む７日間とします。未

着を受付してから発送、及び、再交付の期間は２週間とし、その時点でも対応できない場合は

クレームとします。 

 

② 「保証書」・「記録簿」は、書類と共に当社に提出するものとします。 

 

③ 出品車の中に入れたままで無くなった場合、出品店責任となりクレームとします。 

 

④ 「保証書」とは、新車登録時の販売店名の記載があるもの、及び、原則として保証継承ができ

るものとします。但し、保証期間が過ぎたものについては、同冊子の記録簿等により出品車輌

の保証書と確認できれば、販売店名及び販売店欄がなくとも保証書とみなします。 
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⑤ 「記録簿」とは、最終使用者名義にて直近の法定点検（車検又は１２ヶ月点検）を行っているも

のとし、ない場合は２万円の値引き（低価格車は１万円）処理とします。但し、新車登録後１２ヶ

月未満の車輌については、認証工場、又は、指定工場による点検を１度でも受けた記録（日

付・走行距離等）があるものは「記録簿」とみなします。 

 

⑥ 法定点検の記録がユーザー車検のみの場合は、「記録簿」とみなしません。 

 

⑦ 「整備手帳」と記載がある場合でも「保証書」・「記録簿」無しとみなします。 

 

⑧ 「保証書」のクレーム裁定は値引き、又は、キャンセルとします。 

      ＜メーカー規定保証期間内の車輌＞ 

                  値引きの場合  ５万円 

キャンセルの場合 ペナルティ２万円＋諸経費 

 

＜メーカー規定保証期間を経過している車輌＞ 

                  値引きの場合  ２万円（低価格車は１万円） 

キャンセルの場合 ノーペナルティ＋諸経費 

 

（メーターのクレーム対応について） 

① メーター改ざんのクレーム受付期間はオークション開催日より６ヶ月間とします。但し、車検証・

保証書・記録簿（認証・指定工場のもの）等の書面にて改ざんが確認できるものは書類発送日

含む１ヶ月間とします。 

キャンセルの場合 

ペナルティ（出品店関与の場合１０万円・不関与の場合５万円） 

＋諸経費（販売逸失利益は含まない） 

諸経費については、当社にて調整することがあります。 

 

② メーター交換のクレーム受付期間はオークション開催日より６ヶ月間とします。但し、保証書・

記録簿（認証・指定工場のもの）等の書面にて交換が確認できるものは書類発送日含む１ヶ

月間とします。 

キャンセルの場合 

ペナルティ５万円＋諸経費（販売逸失利益は含まない） 

諸経費については、当社にて調整することがあります。 

 

③ 積算計１回転車輌のクレームの受付期間はオークション開催日より６ヶ月間とします。但し、車

検証・保証書・記録簿（認証・指定工場のもの）等の書面にて確認できるものは書類発送日含

む１ヶ月間とします。 

キャンセルの場合 

ペナルティ５万円＋諸経費（販売逸失利益は含まない） 

諸経費については、当社にて調整することがあります。 

 

④ 「出品申込書」に走行不明「♯」、及び、メーター交換「＄」の記載がある場合でも、メーター改

ざんが立証された場合はクレームとします。 
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走行不明「♯」・メーター交換「＄」表示車輌でメーター改ざんが立証された場合のクレーム受

付期間は、オークション開催日より６ヶ月間とします。但し、車検証・保証書・記録簿（認証・指

定工場のもの）等の書面にてメーター改ざんが立証された場合は書類発送日含む１ヶ月間とし

ます。 

走行不明「♯」でキャンセルの場合はノーペナルティとし、諸経費（販売逸失利益は含まない） 

（陸送費・その他実費）は請求できません。 

メーター交換「＄」でキャンセルの場合はノーペナルティとし、諸経費（販売逸失利益は含まな

い）（陸送費・その他実費）は請求できます。 

 

⑤ タコグラフ交換のクレーム受付期間はオークション開催日より６ヶ月間とします。但し、保証書・

記録簿（認証・指定工場のもの）等の書面にてタコグラフ交換が確認できるものは書類発送日

含む１ヶ月間とします。 

キャンセルの場合 

ペナルティ５万円＋諸経費（販売逸失利益は含まない） 

諸経費については、当社にて調整することがあります。 

 

⑥ 車検証走行距離誤記入のクレーム受付期間は、書類発送日含む１ヶ月間とします。 

記録簿で誤記入と確認できる場合 

キャンセルの場合 ノーペナルティ＋諸経費（販売逸失利益は含まない） 

記録簿で誤記入と確認できない場合 

キャンセルの場合 ペナルティ５万円＋諸経費（販売逸失利益は含まない） 

 

（Ｓ点における評価点相違のクレーム対応について） 

評価点が５点以下に落ちる場合よりクレームとします。 

 

（ワンオーナーについて） 

ワンオーナーとは、あくまで新車登録使用者名義の場合を意味しますが、書類の関係上、新車登録

使用者名義からディーラー並びに専業店に名義変更後のものまで対象とします。 

書類の確認により、ワンオーナーでなかった場合のクレーム受付期間は書類発送日含む７日間とし

ます。 

値引きの場合 ２万円 

キャンセルの場合 ペナルティ２万円＋諸経費とする 

 

（特殊車輌のクレーム対応について） 

① 特殊・特装車輌等の上物は正常に作動することを基本とし、正常に作動しない場合はノークレ

ームに該当する車輌でもクレームになる場合があります。 

② ３トン吊りクレーン車やタンクローリー車等を出品する際は、上物の検査証・証明書等の必要

書類の有無を記入して下さい。記入のない場合は、「有り」とみなし期限切れの場合は「無し」

とみなします。 

※ノークレームの定義 

ａ 初年度登録より１０年又は１０万キロ経過車輌 

ｂ Ｒ点・低価格車輌 

ｃ 商談成約の車輌 
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※下記内容に当てはまるものは、ノークレーム車輌であってもクレームとします。 

（その他、当社が相当と判断したもの） 

ａ 特殊・特装用途箇所（重要装備品）の不良等 

              通常クレーム車輌 部品代２万円以上 

ノークレーム車輌 部品代５万円以上 

 

ｂ 但し、正常に作動しない原因が消耗品（ワイヤー等）の場合はノークレーム 

 

ｃ 上物（特殊・特装部品）の年式が古い場合 

車輌年式より２年以上古い場合はクレームとします。 

 

（クレームと制裁） 

     当社は、参加者の悪質なルール違反に対し、このルールで定められたクレーム裁定とは別に、中 

商連オートオークション規約に基づき制裁を科すことがあります。 

 

（ペナルティ） 

手続き 

① 当社は、オークション参加者に当社規約・細則や中販連・関連協の規約・細則等に違反する

行為があったとの疑いをもった時は、ペナルティを科するかどうか審議します。 

 

② 当社は、審議に際して該当するオークション参加者に口頭、又は、書面による釈明の機会を与

えます。但し、釈明の機会を放棄した時はこの限りではありません。 

 

ペナルティの裁定 

① 当社は、オークション参加者に、当社規約・細則や中販連・関連協規約・細則等に違反する

行為があったと認められた時は、当社規約に定めるペナルティを科します。 

 

②  裁定の内容は、当社のペナルティ裁定基準の通りです。 

 

ペナルティの公表 

① 当社は、ペナルティを科した時、名前・事由等を適当な方法で公表し、これを中販連及びＮＡ

Ｋに通知します。 

 

② 中販連及びＮＡＫは、通知を受けた名前・事由を適当な方法で全国に公表します。 
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施行 

この細則は、平成 27年 4月 1日より施行します。 

 

   改定記録 

令和 4年 7月 21日 実施 

令和 5年 11月 1日 実施 

令和 6年 9月 1日 実施 

令和 7年 1月 7日 実施 

令和 7年 4月 1日 実施 

令和 7年 7月 1日 実施 

令和 8年 4月 7日 実施 

 


